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諮問庁：厚生労働大臣 

諮問日：平成３０年６月５日（平成３０年（行情）諮問第２４５号） 

答申日：平成３１年３月２２日（平成３０年度（行情）答申第５１８号） 

事件名：都道府県労働局の業務の目標値の積算根拠等がアラビア数値を用いて

記載されている文書の不開示決定（不存在）に関する件 

     

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

   「都道府県労働局の業務の目標値（全国）の積算根拠や算定根拠，目標

設定根拠等がアラビア数値を用いて記載されてあるもの」（以下「本件対

象文書」という。）につき，これを保有していないとして不開示とした決

定については，別紙に掲げる文書を特定し，更に該当するものがあれば，

これを特定し，改めて開示決定等をすべきである。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

 １ 審査請求の趣旨 

   本件審査請求の趣旨は，行政機関の保有する情報の公開に関する法律

（以下「法」という。）３条の規定に基づく開示請求に対し，厚生労働大

臣（以下「処分庁」又は「諮問庁」という。）が，平成３０年３月２３日

付け厚生労働省発総０３２３第２号により行った不開示決定（以下「原処

分」という。）について，その取消しを求めるというものである。 

 ２ 審査請求の理由 

   審査請求人の主張する審査請求の理由は，審査請求書の記載によると，

以下のとおりである。 

   業務の目標値については，国民に大きな影響を与え，組織内でもそれに

向かって努力する重要な数値である。非常に多くの目標値が存在するが，

その目標値の算定根拠や設定根拠等がないとは考えられない。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

 １ 本件審査請求の経緯 

（１）本件審査請求人は，平成３０年２月２５日付けで，処分庁に対して，

法３条の規定に基づき，本件対象文書に係る開示請求を行った。 

（２）これに対して，処分庁が原処分を行ったところ，審査請求人はこれを

不服として，同年４月３０日付け（同年５月１日受付）で本件審査請求

を提起したものである。 

２ 諮問庁としての考え方 

本件審査請求に関し，原処分は妥当であり，本件審査請求は棄却すべき

ものと考える。 
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３ 理由 

（１）本件対象文書について 

本件審査請求に係る開示請求は，「都道府県労働局の業務の目標値

（全国）の積算根拠や算定根拠，目標設定根拠等がアラビア数値を用い

て記載されてあるもの」に関して行われたものであり，処分庁において

は，「都道府県労働局の業務の目標値（全国）の積算根拠や算定根拠，

目標設定根拠等がアラビア数値を用いて記載されてあるもの」を本件開

示請求対象文書として特定した。 

（２）原処分の妥当性について 

    処分庁は，本件審査請求に係る開示請求を受けて，厚生労働本省の大

臣官房地方課をはじめ都道府県労働局の所掌事務に係る部局のみならず，

厚生労働本省全部局に対し，審査請求人が求める文書の有無を確認した

が，該当する行政文書は保有していないことを確認した。 

    開示請求対象文書の特定及び探索のために必要な手続は尽くされてい

ると考えられ，最終的に不開示とした処分庁の判断は，諮問庁としても

是認できるものである。 

    以上より，本件対象文書について不開示とした原処分は妥当であると

考える。 

（３）審査請求人の主張について 

審査請求人は，審査請求書の中で，「（処分庁は）開示請求に係る行

政文書を保有している。」として原処分の取り消しを求めているが，こ

れに対する諮問庁の説明は上記（２）のとおりであるため，審査請求人

の主張は失当である。 

４ 結論 

以上のとおり，原処分を維持することが妥当であり，本件審査請求は棄

却すべきものと考える。 

第４ 調査審議の経過 

   当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

   ① 平成３０年６月５日   諮問の受理 

   ② 同日          諮問庁から理由説明書を収受 

   ③ 平成３１年２月２８日  審議 

   ④ 同年３月１９日     審議  

第５ 審査会の判断の理由  

 １ 本件開示請求について 

本件開示請求は，本件対象文書の開示を求めるものである。 

処分庁は，これを保有していないとして不開示とする原処分を行い，諮

問庁も原処分を妥当としているので，以下，本件対象文書の保有の有無に

ついて検討する。 
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２ 本件対象文書の保有の有無について 

（１）諮問庁は，本件対象文書の保有の有無について，理由説明書（上記第

３の３（２））において，以下のとおり説明する。 

   処分庁は，本件審査請求に係る開示請求を受けて，厚生労働本省の大

臣官房地方課をはじめ都道府県労働局の所掌事務に係る部局のみならず，

厚生労働本省全部局に対し，審査請求人が求める文書の有無を確認した

が，該当する行政文書は保有していないことを確認した。 

   開示請求対象文書の特定及び探索のために必要な手続は尽くされてい

ると考えられ，最終的に不開示とした処分庁の判断は，諮問庁としても

是認できるものである。 

（２）しかしながら，諮問庁は，別件諮問事件において，「東京労働局の政

策，事業，計画，方針等の数値目標の算定根拠や積算内訳が算用（アラ

ビア）数字を用いて記載されているもの」の開示請求に対する原処分の

妥当性について，東京労働局が行う政策等の数値目標は，厚生労働省か

ら示された数値により設定しており，東京労働局において数値目標等の

算定や積算を行っているものではない旨の説明をしており，当審査会に

おいて，諮問庁から，厚生労働省が都道府県労働局に対して示した数値

が記載されている文書（別紙の１ないし３及び５に掲げる文書）の提示

を受けて確認したところ，いずれの文書にも，公共職業安定所のマッチ

ング機能に関する業務の各項目について，全国の目標値及びそれを基に

した各都道府県労働局の目標値が記載されており，都道府県労働局の業

務の目標値（全国）の積算根拠等がアラビア数字を用いて記載されてい

ることが認められる。 

（３）さらに，別紙の３に掲げる文書では，厚生労働省が都道府県労働局に

対して示した目標値を基に，各都道府県労働局において目標値案を設定

し，それを厚生労働省に報告するよう求めている旨の記載が認められる

ことから，当審査会において，諮問庁から，各都道府県労働局から厚生

労働省に報告された文書（別紙の４に掲げる文書）の提示を受けて確認

したところ，公共職業安定所のマッチング機能に関する業務の各項目に

ついて，各都道府県労働局ごとに，当該都道府県労働局全体の目標値及

び管内の各公共職業安定所ごとの目標値が記載されており，都道府県労

働局の業務の目標値（全国）の積算根拠等がアラビア数字を用いて記載

れていることが認められる。 

（４）したがって，厚生労働省において，本件対象文書に該当するものとし

て，少なくとも，別紙に掲げる文書を保有していると認められるので，

これを特定して，改めて開示決定等をすべきである。 

また，当該文書に限らず，労働基準法，労働安全衛生法，男女雇用機

会均等法等に関する業務についても調査の上，本件対象文書に該当する
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ものが存在するのであれば，これを特定し，改めて開示決定等をすべき

である。 

３ 本件不開示決定の妥当性について 

  以上のことから，本件対象文書につき，これを保有していないとして不

開示とした決定については，厚生労働省において別紙に掲げる文書を保有

していると認められるので，これを特定し，調査の上，更に本件対象文書

に該当するものがあれば，これを特定し，改めて開示決定等をすべきであ

ると判断した。 

（第３部会） 

 委員 岡島敦子，委員 葭葉裕子，委員 渡井理佳子 
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別紙 

１ 公共職業安定所のマッチング業務指標 

２ 平成２９年度における公共職業安定所のマッチング機能に関する業務

の評価・改善の取組（ハローワーク評価）について（平成２９年２月９

日付け職公発０２０９第２号） 

３ 平成２９年度公共職業安定所のマッチング機能に関する業務の目標設

定について（平成２９年２月９日付け職公発０２０９第４号） 

４ 上記３の別紙の４－１ないし４－３に各都道府県労働局が数値を記載

し，厚生労働省に提出した文書 

５ 平成２９年度公共職業安定所のマッチング機能に関する業務の目標設

定及び留意点等について（平成２９年３月１５日付け職公発０３１５第

１号） 

      

 

 

 


